
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年７月３１日 ０９時００分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市禄剛
ろっこう

埼北方沖 

 嫁礁
よめぐり

灯台から真方位０３１°１２.２海里付近 

 （概位 北緯３７°５０.７′ 東経１３７°２０.４′） 

事故の概要  漁船進
しん

勇
ゆう

丸は、西進中、また、漁船八幡
や は た

丸は、漂泊中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 平成２９年８月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 進勇丸、９.７トン 

   ＩＫ２－５１１５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４４－２２５３３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 八幡丸、２.７トン 

   ＩＫ３－２１０４０（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４４－１６４４６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に亀裂 

Ｂ 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、禄剛埼北方沖の漁場に仕掛けた

刺し網２組のうち１組目を揚げた後、２組目に向けて約１０ノットの

対地速力で自動操舵により西進中、船長Ａが前部甲板で漁獲物の選別

作業を行っていたところ、その船首部がＢ船の右舷中央部と衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、禄剛埼北方沖の漁場でシ

ーアンカーを投入して船首を北東方に向けて漂泊中、船長Ｂ及び甲板

員Ｂが後部甲板と前部甲板に分かれて左舷側で一本釣り漁を行ってい

たところ、Ａ船と衝突し、間もなく沈没した。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、Ａ船及び来援したＡ船の僚船に救助されて

珠洲市狼煙
の ろ し

漁港高屋
た か や

地区に入港後、病院に搬送され、船長Ｂが左肋骨

骨折等、甲板員Ｂが頭部打撲等とそれぞれ診断された。 

分析  Ａ船は、禄剛埼北方沖を西進中、船長Ａが、漁獲物の選別作業を行



っていて船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、前路で

漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、禄剛埼北方沖で漂泊中、船長Ｂが、一本釣り漁を行ってい

て周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、接近するＡ船に

気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、禄剛埼北方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船

が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、他のことに没頭することなく、常時適切な見張りを行

うこと。 

 ・漂泊中は、定期的に周囲を確認し、接近する他船の早期発見に努

めること。 

 


